
 

老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げに伴う特例退職被保険者の資格取得について 

 

 平成 25年 4月 1日（女性については平成 30年 4月 1日）以降に 60歳に到達する方は、原

則として、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が 61 歳以降となります。これに伴い、特

例退職被保険者の資格取得も、原則、男性については 61 歳以降となります。ただし、老齢厚

生年金を 60歳に繰上げて受給した場合（年金受給額は減額されます）は、60歳から加入する

ことが可能です。 

 

老齢厚生年金を繰上げ受給し 60歳から特退に加入される場合は、かならず『年金証書の写し』 

を添付書類としてご提出して下さい。 

 

   老齢厚生年金の支給開始年齢に関して、下記の表をご参照ください。 

 

 


